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(57)【要約】
【課題】小型化が実現され、良好な通信を実現する工夫
が施されたアンテナ装置を提供する。
【解決手段】上記目的を達成する本発明のアンテナ装置
は、無線送受信回路に接続されるアンテナを有するアン
テナ装置であって、上記アンテナの複数箇所に設けられ
た各給電部のうち、少なくとも１つの給電部の給電状態
を検出する給電状態検出手段と、上記給電状態検出手段
の検出結果に応じて、上記給電部のうちいずれか１つを
上記無線送受信回路に接続する給電部切替手段と、を備
えたことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信回路に接続されるアンテナを有するアンテナ装置であって、
　前記アンテナの複数箇所に設けられた各給電部のうち、少なくとも１つの給電部の給電
状態を検出する給電状態検出手段と、
　前記給電状態検出手段の検出結果に応じて、前記給電部のうちいずれか１つを前記無線
送受信回路に接続する給電部切替手段と、を備えたことを特徴とするアンテナ装置。
【請求項２】
　前記給電状態検出手段は、前記アンテナにて電波を送受信している時のアンテナ特性を
前記給電状態として検出する、ことを特徴とする請求項１記載のアンテナ装置。
【請求項３】
　前記給電状態検出手段は、前記アンテナから受信した電波の受信レベルを前記給電状態
として検出し、
　前記給電部切替手段は、前記給電状態検出手段の検出結果に応じて、前記給電部のうち
予め定められた閾値より高い受信レベルの給電部を前記無線送受信回路に接続すると共に
、他の給電部を前記無線送受信回路から開放する、ことを特徴とする請求項２記載のアン
テナ装置。
【請求項４】
　前記給電状態検出手段は、前記アンテナから受信した電波の受信レベルを前記給電状態
として検出し、
　前記給電部切替手段は、前記給電状態検出手段の検出結果に応じて、前記給電部のうち
最も受信レベルの高い給電部を前記無線送受信回路に接続すると共に、他の給電部を前記
無線送受信回路から開放する、ことを特徴とする請求項２項記載のアンテナ装置。
【請求項５】
　前記給電部は、前記アンテナの一端に設けられた第１の給電部と、前記アンテナの他端
に設けられた第２の給電部と、からなるものであることを特徴とする請求項１から４のう
ちいずれか１項記載のアンテナ装置。
【請求項６】
　前記給電部切替手段は、
　前記第１の給電部と前記無線送受信回路とを電気的に接続若しくは開放する第１の切替
スイッチと、
　前記第２の給電部と前記無線送受信回路とを電気的に接続若しくは開放する第２の切替
スイッチと、
　前記第１の切替スイッチと前記第２の切替スイッチとの接続若しくは開放の切替えを制
御する切替信号を発する切替信号出力手段と、を備えたことを特徴とする請求項１から５
のうちいずれか１項記載のアンテナ装置。
【請求項７】
　前記給電部切替手段は、ＮＯＴ回路を有し、
　前記切替信号出力手段は、切替スイッチを接続する指令である前記切替信号を前記第１
の切替スイッチ若しくは前記第２の切替スイッチのうちの一方の切替スイッチに入力する
と共に、他方の切替スイッチに前記ＮＯＴ回路を介することで切替スイッチを開放する指
令となった前記切替信号を入力する、ことを特徴とする請求項６記載のアンテナ装置。
【請求項８】
　前記第１の切替スイッチは、前記切替信号にて前記第１の給電部を前記無線送受信回路
に接続若しくは開放するダイオードを用いた第１のダイオードスイッチ回路であり、
　前記第２の切替スイッチは、前記切替信号にて前記第２の給電部を前記無線送受信回路
に接続若しくは開放するダイオードを用いた第２のダイオードスイッチ回路である、こと
を特徴とする請求項６又は７記載のアンテナ装置。
【請求項９】
　前記アンテナは、メアンダアンテナ、板状アンテナ、線状アンテナ、ヘリカルアンテナ
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、誘電体装荷アンテナのうちのいずれかである、ことを特徴とする請求項１から８のうち
いずれか１項記載のアンテナ装置。
【請求項１０】
　前記アンテナは、単一のアンテナエレメントである、ことを特徴とする請求項１から９
のうちいずれか１項記載のアンテナ装置。
【請求項１１】
　前記第１の給電部と前記第２の給電部とは、互いに所定の間隔をあけて前記アンテナの
両端に各々設けられた、ことを特徴とする請求項５から１０のうちいずれか１項記載のア
ンテナ装置。
【請求項１２】
　請求項１から１１のうちいずれか１項記載のアンテナ装置を備えた、ことを特徴とする
携帯端末。
【請求項１３】
　前記第１の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐体部分に加えられる圧力を検出す
る第１の圧力検出手段と、
　前記第２の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐体部分に加えられる圧力を検出す
る第２の圧力検出手段と、を備え、
　前記給電状態検出手段は、前記第１の圧力検出手段および前記第２の圧力検出手段の検
出結果に基づいて、前記第１の給電部若しくは前記第２の給電部の給電状態を検出する、
ことを特徴とする請求項１２記載の携帯端末。
【請求項１４】
　前記給電状態検出手段は、前記第１の圧力検出手段および前記第２の圧力検出手段の検
出結果を比較し、圧力が低い方の近傍に位置する給電部を受信レベルが高いものとする、
ことを特徴とする請求項１３記載の携帯端末。
【請求項１５】
　無線送受信回路に接続されるアンテナを有するアンテナ装置の給電部切替方法であって
、
　前記アンテナの複数箇所に設けられた各給電部のうち、少なくとも１つの給電部の給電
状態を検出する給電状態検出工程と、
　前記給電状態検出工程の検出結果に応じて、前記給電部のうちいずれか１つを前記無線
送受信回路に接続する給電部切替工程と、を有することを特徴とする給電部切替方法。
【請求項１６】
　前記給電状態検出工程は、前記アンテナから受信した電波の受信レベルを給電状態とし
て検出し、
　前記給電状態切替工程は、前記給電状態検出工程の検出結果に応じて、前記給電部のう
ち予め定められた閾値より高い受信レベルの給電部を前記無線送受信回路に接続すると共
に、他の給電部を前記無線送受信回路から開放することを特徴とする請求項１５記載の給
電部切替方法。
【請求項１７】
　前記給電状態検出工程は、前記アンテナから受信した電波の受信レベルを給電状態とし
て検出し、
　前記給電状態切替工程は、前記給電状態検出工程の検出結果に応じて、前記給電部のう
ち最も受信レベルの高い給電部を前記無線送受信回路に接続すると共に、他の給電部を前
記無線送受信回路から開放する、ことを特徴とする請求項１５記載の給電部切替方法。
【請求項１８】
　前記給電状態検出工程は、前記第１の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐体部分
に加えられる圧力を検出する第１の圧力検出工程と、この第１の圧力検出工程に前後して
、前記第２の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐体部分に加えられる圧力を検出す
る第２の圧力検出工程と、を有すると共に、前記第１の圧力検出工程および前記第２の圧
力検出工程の検出結果に基づいて、前記第１の給電部若しくは前記第２の給電部の給電状
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態を検出する、ことを特徴とする請求項１５、１６又は１７記載の給電部切替方法。
【請求項１９】
　無線送受信回路に接続されるアンテナを有するアンテナ装置を備えた携帯端末に、
　前記アンテナの複数箇所に設けられた各給電部のうち、少なくとも１つの給電部の給電
状態を検出する給電状態検出手段と、
　前記給電状態検出手段の検出結果に応じて、前記給電部のうちいずれか１つを前記無線
送受信回路に接続する給電部切替手段と、を実現させるためのプログラム。
【請求項２０】
　前記給電状態検出手段は、前記アンテナから受信した電波の受信レベルを給電状態とし
て検出し、
　前記給電状態切替手段は、前記給電状態検出手段の検出結果に応じて、前記給電部のう
ち予め定められた閾値より高い受信レベルの給電部を前記無線送受信回路に接続すると共
に、他の給電部を前記無線送受信回路から開放する、ことを特徴とする請求項１９記載の
プログラム。
【請求項２１】
　前記給電状態検出手段は、前記アンテナから受信した電波の受信レベルを給電状態とし
て検出し、
　前記給電状態切替手段は、前記給電状態検出手段の検出結果に応じて、前記給電部のう
ち最も受信レベルの高い給電部を前記無線送受信回路に接続すると共に、他の給電部を前
記無線送受信回路から開放する、ことを特徴とする請求項１９記載のプログラム。
【請求項２２】
　前記給電状態検出手段は、前記第１の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐体部分
に加えられる圧力を検出する第１の圧力検出手段と、前記第２の給電部の近傍に位置する
携帯端末本体の筐体部分に加えられる圧力を検出する第２の圧力検出手段と、を有すると
共に、前記第１の圧力検出手段および前記第２の圧力検出手段の検出結果に基づいて、前
記第１の給電部若しくは前記第２の給電部の給電状態を検出する、ことを特徴とする請求
項１９、２０又は２１記載のプログラム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナ装置、これを用いた携帯端末に関し、特に通話特性の改良に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末の一種である携帯電話の機種においては、従来のホイップアンテナを使用した
突起のあるデザインの機種から筐体内にアンテナを内蔵した突起のないデザインの機種へ
と主流が移ってきている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この特許文献１に開示された携帯電話は、筐体内にアンテナを内蔵して、２種類の周波
数帯の電波を選択的に受信することができるデュアルバンドを採用している。これにより
、ユーザは、携帯電話で使用されている８００ＭＨｚ帯や１．９ＧＨｚ帯の周波数帯の電
波を１台の携帯電話で選択的に使用することができる。
【０００４】
　ところで、ユーザが筐体内にアンテナを内蔵した機種の携帯電話を使用した場合、携帯
電話の持ち方によってアンテナに接続されている給電部とユーザ（特に手）との距離が近
接すると、手の影響（誘電率等）によりアンテナ特性が劣化してしまうという問題がある
。このアンテナ特性の劣化の問題について、特許文献１では、考慮されていない。以下、
このアンテナ特性の劣化の問題について具体例をあげて説明する。
【０００５】
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　図１７は、従来例として、筐体内にアンテナを有するアンテナ装置を内蔵した機種の携
帯電話の一例を示す図である。なお、説明をわかりやすくするため、アンテナ装置を象徴
的に描いている。この携帯電話１００は、相互にヒンジ接続されて開閉される上部筐体１
０１と下部筐体１０２とを備えた折り畳み式の携帯電話である。この携帯電話１００は、
ヒンジ部１０３近傍に、アンテナを構成する単一のアンテナエレメント１０４とそのアン
テナエレメントの一端１０４ａ側に給電部１０５（同軸ケーブル）を備え、さらに、給電
部１０５を介して電波の送受信を行う無線回路１０６を配置している。図１７に示すよう
に、無線回路１０６は、＋ｙ軸側からみて左側からアンテナエレメントに給電している。
【０００６】
　図１８は、図１７に示す携帯電話において、ユーザの手の影響によるアンテナ特性を示
す図である。図１９は、ユーザが図１７に示す携帯電話を把持したときの、アンテナエレ
メントの一端の接続部分にあたる給電部の位置と手との関係を示す図である。
【０００７】
　図１８において、横軸は、通話状態におけるユーザが携帯電話を持つ持ち手（右手、左
手）を表している。また、縦軸は、左手持ち側を基準とした場合の平均化した利得の劣化
量（ｄＢ）（パターン平均化利得）を表している。このパターン平均化利得は、アンテナ
から受信した電波の受信レベルの一例を表している。図１８に示す通り、左手持ちと右手
持ちを比較すると、右手持ちでの特性が悪いことがわかる。これは、左手持ちでは、図１
９（ａ）に示すように、給電部に対して手が離れた位置にあるのに対して、右手持ちでは
、図１９（ｂ）に示すような持ち方になるため、右手の親指が給電部に近接することでア
ンテナ特性を劣化させているためである。
【０００８】
　また、図１７に示す給電部１０５の位置関係において、アンテナエレメント１０４の他
端側１０４ｂに給電部１０５および無線回路１０６を配置した場合、左手持ちでは、左手
の親指が給電部１０５に近接することでアンテナ特性を劣化させてしまうという問題が生
じる。そこで、以下の解決策が考えられる。
【０００９】
　図２０は、筐体内にアンテナエレメントを２つ内蔵した機種の携帯電話の一例を示す図
である。なお、説明をわかりやすくするため、アンテナ装置を象徴的に描いている。図２
０に示す携帯電話２００は、第１のアンテナエレメント２０１と第２のアンテナエレメン
ト２０２を備えている。また、第１のアンテナエレメント２０１の一端には、第１の給電
部２０３が設けられており、第２のアンテナエレメント２０２の一端には、第２の給電部
２０４が設けられている。さらに、これらのアンテナエレメントは切替スイッチ２０５を
介して無線回路２０６と接続されている。このような構成にすると、アンテナ特性の良い
方のアンテナエレメントを選択することができ、アンテナ特性に与える手の影響を軽減す
ることができると考えられる。
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－３１０９９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記解決策では、アンテナエレメントを２つ必要とするため装置の小型
化等の阻止要因となることに加え、使用していないアンテナエレメントが使用しているア
ンテナエレメントに対して干渉し、放射効率の劣化を招くという問題を生じてしまう。し
たがって、単一のアンテナエレメントを使用することが望ましいが、上述した通り、図１
７に示した単一のアンテナエレメントでは、手の影響を受けてしまうため、左手持ちと右
手持ちの両方で良好なアンテナ特性を確保することが難しいという問題がある。
【００１２】
　そこで、本発明は上記事情を鑑み、小型化が実現され、良好な通信を実現する工夫が施
されたアンテナ装置、これを用いた携帯端末を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成する本発明のアンテナ装置は、
　無線送受信回路に接続されるアンテナを有するアンテナ装置であって、
　上記アンテナの複数箇所に設けられた各給電部のうち、少なくとも１つの給電部の給電
状態を検出する給電状態検出手段と、
　上記給電状態検出手段の検出結果に応じて、上記給電部のうちいずれか１つを上記無線
送受信回路に接続する給電部切替手段と、を備えた、という構成を採っている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のアンテナ装置によれば、上記給電状態検出手段の検出結果に応じて、上記給電
部切替手段が上記給電部のうちいずれか１つを上記無線送受信回路に接続する。これによ
り、２本のアンテナを用いる必要がなくなるため小型化を実現する。さらに、検出結果に
応じて給電状態の良い方の給電部を選択することにより、良好な通信を実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の第１の形態であるアンテナ装置は、まず、上記給電状態検出手段にて、上記ア
ンテナの複数箇所に設けられた各給電部のうち、少なくとも１つの給電部の給電状態を検
出する。続いて、上記給電部切替手段にて、上記給電状態検出手段の検出結果に応じて、
上記給電部のうちいずれか１つを上記無線送受信回路に接続する。これにより、上述した
通り、小型化が実現され、良好な通信を実現する工夫が施されたアンテナ装置が得られる
。
【００１６】
　また、上記給電状態検出手段は、電波を送受信している時のアンテナ特性を上記給電状
態として検出する、ことが好ましい。これにより、上記給電部切替手段にて、アンテナ特
性の良好な給電部に切替えることができる。
【００１７】
　また、上記給電状態検出手段は、上記アンテナから受信した電波の受信レベルを上記給
電状態として検出し、
　上記給電部切替手段は、上記給電状態検出手段の検出結果に応じて、上記給電部のうち
予め定められた閾値より高い受信レベルの給電部を上記無線送受信回路に接続すると共に
、他の給電部を上記無線送受信回路から開放する、ことが好ましい。上記構成によれば、
上記給電部切替手段は、上記給電部のうち予め定められた閾値より高い受信レベルの給電
部を上記無線送受信回路に接続するため、通信品質の高い信号が得られる。
【００１８】
　また、上記給電状態検出手段は、上記アンテナから受信した電波の受信レベルを上記給
電状態として検出し、
　上記給電部切替手段は、上記給電状態検出手段の検出結果に応じて、上記給電部のうち
最も受信レベルの高い給電部を上記無線送受信回路に接続すると共に、他の給電部を上記
無線送受信回路から開放する、ことが好ましい。上記構成によれば、上記給電部切替手段
は、上記給電部のうち最も受信レベルの高い給電部を上記無線送受信回路に接続するため
、通信品質の高い信号が得られる。
【００１９】
　また、上記給電部は、上記アンテナの一端に設けられた第１の給電部と、上記アンテナ
の他端に設けられた第２の給電部と、からなるものである、ことが好ましい。これにより
、給電部同士を離れた距離に設けることにより、一方の給電状態が良くない場合、他方の
給電部に切替えることで、給電状態の改善を図ることができる。
【００２０】
　また、上記給電部切替手段は、
　上記第１の給電部と上記無線送受信回路とを電気的に接続若しくは開放する第１の切替
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スイッチと、
　上記第２の給電部と上記無線送受信回路とを電気的に接続若しくは開放する第２の切替
スイッチと、
　上記第１の切替スイッチと上記第２の切替スイッチとの接続若しくは開放の切替えを制
御する切替信号を発する切替信号出力手段と、を備えることが好ましい。これにより、簡
単な構成で給電部を切替えることができ、アンテナ特性の劣化を抑制しつつ、アンテナ装
置の小型化を図ることができる。
【００２１】
　さらに、上記給電部切替手段は、ＮＯＴ回路を有し、
　上記切替信号出力手段は、切替スイッチを接続する指令である上記切替信号を上記第１
の切替スイッチ若しくは上記第２の切替スイッチのうちの一方の切替スイッチに入力する
と共に、他方の切替スイッチに上記ＮＯＴ回路を介することで切替スイッチを開放する指
令となった上記切替信号を入力する、ことが好ましい。
【００２２】
　上記構成によれば、ＮＯＴ回路は、入力と出力が逆になるので、例えば、入力がＨ（Ｈ
ｉｇｈ）の信号であると、出力は、Ｌ（Ｌｏｗ）の信号になる。この場合、Ｈの信号を接
続用とし、Ｌの信号を開放用とすれば、上記給電部切替手段は、１つの切替信号のみで、
接続、開放の処理を行うことができる。
【００２３】
　また、上記第１の切替スイッチは、上記切替信号にて上記第１の給電部を上記無線送受
信回路に接続若しくは開放するダイオードを用いた第１のダイオードスイッチ回路であり
、
　上記第２の切替スイッチは、上記切替信号にて上記第２の給電部を上記無線送受信回路
に接続若しくは開放するダイオードを用いた第２のダイオードスイッチ回路である、こと
が好ましい。これにより、機械式のスイッチ操作よりも高速に切替え操作をすることがで
きる。
【００２４】
　また、上記アンテナは、メアンダアンテナ、板状アンテナ、線状アンテナ、ヘリカルア
ンテナ、誘電体装荷アンテナのうちのいずれかである、ことが好ましい。これにより、必
要に応じて、種々のアンテナを選択することができる。
【００２５】
　さらに、上記アンテナは、単一のアンテナエレメントである、ことが好ましい。これに
より、アンテナ装置の小型化を図ることができる。
【００２６】
　また、上記第１の給電部と上記第２の給電部とは、互いに所定の間隔をあけて上記アン
テナの両端に各々設けられる、ことが好ましい。上記構成によれば、上述の通り、アンテ
ナ装置が携帯端末の一種である携帯電話に組み込まれた場合、ユーザの手による受信レベ
ルの影響を抑制することができる。
【００２７】
　ここで、上記目的を達成する本発明の携帯端末は、請求項１から１１のうちいずれか１
項記載のアンテナ装置を備えた、という構成を採っている。これにより、小型化が実現さ
れ、良好な通信を実現する工夫が施されたアンテナ装置を搭載した携帯端末が得られる。
【００２８】
　また、上記第１の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐体部分に加えられる圧力を
検出する第１の圧力検出手段と、
　上記第２の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐体部分に加えられる圧力を検出す
る第２の圧力検出手段と、を備え、
　上記給電状態検出手段は、上記第１の圧力検出手段および上記第２の圧力検出手段の検
出結果に基づいて、上記第１の給電部若しくは上記第２の給電部の給電状態を検出する、
ことが好ましい。
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【００２９】
　上記構成によれば、上記給電状態検出手段は、上記第１の給電部若しくは上記第２の給
電部の給電状態を上記第１の圧力検出手段および上記第２の圧力検出手段の検出結果を介
して、読み取ることができる。これにより、ユーザが携帯端末を右手若しくは左手で把持
して、手が上記第１の給電部若しくは上記第２の給電部に近接した場合、他方の給電部か
ら電力を給電することで良好な通信を実現する。
【００３０】
　また、上記給電状態検出手段は、上記第１の圧力検出手段および上記第２の圧力検出手
段の検出結果を比較し、圧力が低い方の近傍に位置する給電部を受信レベルが高いものと
する、ことが好ましい。これにより、ユーザが携帯端末を右手若しくは左手で把持し、手
が上記第１の給電部若しくは上記第２の給電部に近接した場合、受信レベルが高い方の給
電部を即座に判定することができる。
【００３１】
　ここで、上記目的を達成する本発明の給電部切替方法は、
　無線送受信回路に接続されるアンテナを有するアンテナ装置の給電部切替方法であって
、
　上記アンテナの複数箇所に設けられた各給電部のうち、少なくとも１つの給電部の給電
状態を検出する給電状態検出工程と、
　上記給電状態検出工程の検出結果に応じて、上記給電部のうちいずれか１つを上記無線
送受信回路に接続する給電部切替工程と、を有する、という構成を採っている。
【００３２】
　本発明の給電部切替方法によれば、まず、上記給電状態検出工程にて、上記アンテナの
複数箇所に設けられた各給電部のうち、少なくとも１つの給電部の給電状態を検出する。
続いて、上記給電部切替工程にて、上記給電状態検出工程の検出結果に応じて、上記給電
部のうちいずれか１つを上記無線送受信回路に接続する。これにより、上記給電部のうち
給電状態の良い給電部を選択すれば、良好な通信を実現する給電部切替方法が得られる。
【００３３】
　また、上記給電状態検出工程は、上記アンテナから受信した電波の受信レベルを給電状
態として検出し、
　上記給電状態切替工程は、上記給電状態検出工程の検出結果に応じて、上記給電部のう
ち予め定められた閾値より高い受信レベルの給電部を上記無線送受信回路に接続すると共
に、他の給電部を上記無線送受信回路から開放すること、が好ましい。これにより、上記
給電部のうち予め定められた閾値より高い受信レベルの給電部を上記無線送受信回路に接
続することで、良好な通信を実現する給電部切替方法が得られる。
【００３４】
　また、上記給電状態検出工程は、上記アンテナから受信した電波の受信レベルを給電状
態として検出し、
　上記給電状態切替工程は、上記給電状態検出工程の検出結果に応じて、上記給電部のう
ち最も受信レベルの高い給電部を上記無線送受信回路に接続すると共に、他の給電部を上
記無線送受信回路から開放すること、が好ましい。これにより、上記給電部のうち最も受
信レベルの高い給電部を上記無線送受信回路に接続することで良好な通信を実現する給電
部切替方法が得られる。
【００３５】
　また、上記給電状態検出工程は、上記第１の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐
体部分に加えられる圧力を検出する第１の圧力検出工程と、この第１の圧力検出工程に前
後して、上記第２の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐体部分に加えられる圧力を
検出する第２の圧力検出工程と、を有すると共に、上記第１の圧力検出工程および上記第
２の圧力検出工程の検出結果に基づいて、上記第１の給電部若しくは上記第２の給電部の
給電状態を検出する、ことが好ましい。
【００３６】
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　これにより、例えば、ユーザが携帯端末を右手若しくは左手で把持して、手が上記第１
の給電部若しくは上記第２の給電部に近接した場合、他方の給電部から電力を給電するこ
とで良好な通信を実現する給電部切替方法が得られる。
【００３７】
　ここで、本発明のプログラムは、
　無線送受信回路に接続されるアンテナを有するアンテナ装置を備えた携帯端末に、
　上記アンテナの複数箇所に設けられた各給電部のうち、少なくとも１つの給電部の給電
状態を検出する給電状態検出手段と、
　上記給電状態検出手段の検出結果に応じて、上記給電部のうちいずれか１つを上記無線
送受信回路に接続する給電部切替手段と、を実現させる。
【００３８】
　また、本発明のプログラムにおいて、上記給電状態検出手段は、上記アンテナから受信
した電波の受信レベルを給電状態として検出し、
　上記給電状態切替手段は、上記給電状態検出手段の検出結果に応じて、上記給電部のう
ち予め定められた閾値より高い受信レベルの給電部を上記無線送受信回路に接続すると共
に、他の給電部を上記無線送受信回路から開放する、ことが好ましい。
【００３９】
　また、本発明のプログラムにおいて、上記給電状態検出手段は、上記アンテナから受信
した電波の受信レベルを給電状態として検出し、
　上記給電状態切替手段は、上記給電状態検出手段の検出結果に応じて、上記給電部のう
ち最も受信レベルの高い給電部を上記無線送受信回路に接続すると共に、他の給電部を上
記無線送受信回路から開放する、ことが好ましい。
【００４０】
　また、本発明のプログラムにおいて、上記給電状態検出手段は、上記第１の給電部の近
傍に位置する携帯端末本体の筐体部分に加えられる圧力を検出する第１の圧力検出手段と
、上記第２の給電部の近傍に位置する携帯端末本体の筐体部分に加えられる圧力を検出す
る第２の圧力検出手段と、を有すると共に、上記第１の圧力検出手段および上記第２の圧
力検出手段の検出結果に基づいて、上記第１の給電部若しくは上記第２の給電部の給電状
態を検出する、ことが好ましい。
【００４１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。ここでは、まず、本発明の一実施
形態としてのアンテナ装置、そのアンテナ装置を備えた本発明の一実施形態としての携帯
電話について説明する。
【実施例１】
【００４２】
 [構成]
　＜アンテナ装置＞
　図１は、本発明の一実施形態としてのアンテナ装置の構成図である。
【００４３】
　このアンテナ装置１は、アンテナエレメント２、第１の給電部３、第２の給電部４、無
線回路５、制御回路６、第１の切替スイッチ部７、第２の切替スイッチ部８、ＮＯＴ回路
９とで構成する。アンテナエレメント２は、メアンダ状に形成された単一のメアンダアン
テナである。第１の給電部３および第２の給電部４は、高周波伝送用の同軸ケーブルで構
成されている。第１の給電部３は、アンテナエレメント２の一端２ａに接続され、第２の
給電部４は、アンテナエレメント２の一端２ｂに接続されている。無線回路５は、アンテ
ナエレメント２を介して、電波の送受信を行うものである。ここで、無線回路５が、本発
明にいう無線送受信回路の一例に相当する。また、受信した電波の受信レベルの検出を後
述する受信レベル検出部６１の指示により行うものである。
【００４４】
　また、制御回路６は、無線回路５で検出された電波の受信レベルに応じて、第１の給電
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部３若しくは第２の給電部４にて給電を行わせるように制御するものである（給電部切替
手段）。第１の切替スイッチ部７は、切替ＳＷ（スイッチ）７ａにより、第１の給電部３
と無線回路５とを電気的に接続若しくは開放し、第２の切替スイッチ部８は、切替ＳＷ（
スイッチ）８ａにより、第２の給電部４と無線回路５とを電気的に接続若しくは開放する
ものである。
【００４５】
　この制御回路６は、第１の給電部３と無線回路５とを電気的に接続する場合には、Ｈ（
Ｈｉｇｈ）の信号からなる切替信号を第１の切替スイッチ部７へ出力する（切替信号出力
手段）。一方、このＨの信号は、ＮＯＴ回路９を介して、Ｌ（Ｌｏｗ）の信号からなる切
替信号となり、第２の切替スイッチ部８に入力される。すると、第２の給電部４と無線回
路５とは電気的に開放される。
【００４６】
　また、第１の給電部３と無線回路５とを電気的に開放する場合には、制御回路６は、Ｌ
の信号からなる切替信号を第１の切替スイッチ部７へ出力する。一方、Ｌの信号は、ＮＯ
Ｔ回路９を介して、Ｈの信号からなる切替信号となり、第２の切替スイッチ部８に入力さ
れる。すると、第２の給電部４と無線回路５とは電気的に接続する。次に、制御回路６の
主な内部構成を説明する。
【００４７】
　図２は、制御回路の主な内部構成を示す図である。この制御回路６には、本発明の一実
施形態であるプログラムが組み込まれることによって、受信レベル検出部６１、および給
電部切替部６２が構築される。受信レベル検出部６１は、無線回路５が検出した受信レベ
ル（電波の受信信号の値）を読み出し、予め定めた閾値よりも受信レベルが低い場合には
、給電部切替部６２にスイッチの切替えの指示を出す（給電状態検出手段）。なお、本実
施例では、アンテナ装置の制御回路６にプログラムを組み込んだが、これは一例であって
、後述する携帯電話の制御部に組み込んでもよい。
【００４８】
　給電部切替部６２は、無線回路５で検出された受信レベルに応じて、２種類の切替信号
（Ｈｉｇｈ、Ｌｏｗ）のいずれか一方の切替信号を出力し、受信レベルの高い方のスイッ
チに切り換える。
【００４９】
　第１の切替スイッチ部７は、Ｈの切替信号を受け付けると、切替ＳＷ７ａをＯＮにして
第１の給電部３と無線回路５とを電気的に接続する。一方、第１の切替スイッチ部７は、
Ｌの切替信号を受け付けると、切替ＳＷ７ａをＯＦＦにして第１の給電部３と無線回路５
とを電気的に開放する。
【００５０】
　第２の切替スイッチ部８も、同様にして、Ｈの切替信号を受け付けると、切替ＳＷ８ａ
をＯＮにして第２の給電部４と無線回路５とを電気的に接続し、Ｌの切替信号を受け付け
ると、切替ＳＷ８ａをＯＦＦにして第２の給電部４と無線回路５とを電気的に開放する。
【００５１】
　具体例として、図１において、切替ＳＷ８ａがＯＮで、切替ＳＷ７ａがＯＦＦの状態で
受信レベルが閾値よりも低い場合には、給電部切替部６２は、Ｈの切替信号を出力する。
すると、第１の切替スイッチ部７には、Ｈの切替信号が入力されて、切替ＳＷ７ａがＯＮ
（接続状態）になる。一方、第２の切替スイッチ部８では、ＮＯＴ回路９を介して、Ｈの
切替信号がＬの切替信号になり、このＬの切替信号が入力されて、切替ＳＷ８ａがＯＦＦ
（開放状態）になる。これにより、検出結果に応じてアンテナ特性の良い方の給電部を選
択することにより、アンテナ特性の劣化を抑制することができる。
【００５２】
　＜携帯電話＞
　図３は、本発明の携帯端末の一実施形態である携帯電話の外観を示す図である。この携
帯電話１０は、筐体内に図１に示すアンテナ装置１を内蔵している。図３に示すように、
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携帯電話１０は、相互にヒンジ接続されて開閉される上部筐体１１と下部筐体１２とを備
えた折り畳み式の携帯電話である。この携帯電話１０は、ヒンジ部１３近傍に、アンテナ
装置１が内蔵されている。この上部筐体１１は、液晶表示用の液晶ＬＣＤ（ＬＣＤ：Ｌｉ
ｑｕｉｄ　ＣｒｙｓｔａｌＤｉｓｐｌａｙ）からなる表示部１４を有する。また、下部筐
体１２の上面１５には、携帯電話を操作するための操作キーが設けられている。
【００５３】
　図４は、図３に示す携帯電話の主なブロック構成図である。この携帯電話１０は、制御
部１７を中心として、アンテナ装置１、音声処理部１８、音声入出力制御部１９、メモリ
２２、電源２３、表示部１４、及び操作部１６を接続して構成する。さらに、音声入出力
制御部１９は、マイク２０、スピーカ２１を接続している。
【００５４】
　制御部１７は、中央処理装置（ＣＰＵ：Ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）であって、この携帯電話１０の動作を総合的に制御するものである。この制御部１
７は、アンテナ装置１の制御回路６に通話開始や通話終了などの制御信号を出力する。
【００５５】
　アンテナ装置１で受信された電波は、アンテナ装置１内の無線回路５で復調され、音声
処理部１８でデコードなどの処理がなされ、得られた受話音が音声の入出力を制御する音
声入出力制御部１９からスピーカ２０を介して出力され、ユーザに伝えられる。また、音
声処理部１８は、マイク２１から音声入出力制御部１９を介して入力された送信すべき音
声のエンコード、変調等の処理を行う。
【００５６】
　また、電源２３は、この携帯電話１０に電力を供給する。表示部１４は、上述した通り
、液晶表示用の液晶ＬＣＤからなり、携帯電話１０のメニュー等を表示するものである。
操作部１６には、１から０までのテンキー、＊キー、および＃キーなどの操作キーが設け
られている。この操作部１６は、操作キーの操作を受け付けた後、制御部１７に各操作キ
ーの処理の命令を出すものである。メモリ２２は、不揮発性メモリであって、制御部１７
で実行するプログラム等を記憶しておくものである。
【００５７】
　図５は、図３に示す携帯電話に内蔵された本発明のアンテナ装置を象徴的に表した図で
ある。なお、図１に示したアンテナ装置１を簡略化して描いている。図５に示すように、
携帯電話１０の下部筐体１２の左右側面のうちの一方の側面内側のヒンジ部１３近傍には
、第１の給電部３を設け、携帯電話本体の左右側面のうちの他方の側面内側のヒンジ部１
３近傍には、第２の給電部４を設けている。このような構成にすると、以下説明するよう
に、ユーザが右手若しくは左手で携帯電話を把持しても、アンテナ特性を劣化させずに済
む。
【００５８】
　図６は、ユーザが図３に示す携帯電話を把持したときの、アンテナエレメントの一端の
接続部分にあたる給電部の位置と手との関係を示す図である。図６（ａ）に示すように、
ユーザが左手で、携帯電話１０を把持した場合、左手の親指が図５に示す第２の給電部４
に近接している。
【００５９】
　ここで、一例として、図１に示す第２の切替ＳＷ８ａがＯＮの状態で、第１の切替ＳＷ
７ａがＯＦＦの状態であると、図６（ａ）に示すユーザが左手持ちの場合、アンテナ特性
は劣化する。この場合、制御回路６の給電部切替部６２は、Ｈの切替信号を出力する。す
ると、第１の切替スイッチ部７には、Ｈの切替信号が入力されて、切替ＳＷ７ａがＯＮ（
接続状態）になる。一方、第２の切替スイッチ部８では、ＮＯＴ回路９を介して、Ｈの切
替信号がＬの切替信号になり、このＬの切替信号が入力されて、切替ＳＷ８ａがＯＦＦ（
開放状態）になる。これにより、アンテナ特性の良い方の給電部３を選択することにより
、アンテナ特性の劣化を抑制することができる。
【００６０】
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　また、同様に、図６（ｂ）に示すように、ユーザが右手で、携帯電話１０を把持した場
合、右手の親指が図５に示す第１の給電部３に近接している。この場合は、切替ＳＷ８ａ
をＯＮにし、切替ＳＷ７ａをＯＦＦにすれば、アンテナ特性の劣化を抑制することができ
る。
【００６１】
　[動作]
　次にアンテナ装置１を搭載した携帯電話１０の動作について説明する。
【００６２】
　図７は、本発明の一実施形態であるアンテナ装置の処理の一例を表すフローチャートで
ある。この処理ルーチンは、携帯電話の電源がオンされた後、着信があり、図４に示す制
御部１７からの通話開始の制御信号を図１に示す制御回路６が受け付けることにより開始
される。
【００６３】
　まず、図１に示す無線回路５が、受信レベルを検出する（給電状態検出工程、ステップ
Ｓ１０１）。続いて、図２に示す受信レベル検出部６１は、無線回路５が検出した受信レ
ベル（電波の受信信号の値）を読み出し、予め定めた閾値よりも受信レベルが低いか否か
を判定する。予め定めた閾値よりも受信レベルが低い場合には（ステップＳ１０２：Ｙｅ
ｓ）、給電部切替部６２にスイッチの切替えの指示を出す。
【００６４】
　給電部切替部６２は、無線回路５で検出された受信レベルに応じて、２種類の切替信号
（Ｈｉｇｈ、Ｌｏｗ）のいずれか一方の切替信号を出力し、受信レベルの高い方のスイッ
チに切り換える（給電部切替工程、ステップＳ１０３）。
【００６５】
　この給電部切替工程の処理では、上述した通り、第１の切替スイッチ部７は、Ｈの切替
信号を受け付けると、切替ＳＷ７ａをＯＮにして第１の給電部３と無線回路５とを電気的
に接続する。一方、第１の切替スイッチ部７は、Ｌの切替信号を受け付けると、切替ＳＷ
７ａをＯＦＦにして第１の給電部３と無線回路５とを電気的に開放する。
【００６６】
　第２の切替スイッチ部８も、同様にして、Ｈの切替信号を受け付けると、切替ＳＷ８ａ
をＯＮにして第２の給電部４と無線回路５とを電気的に接続し、Ｌの切替信号を受け付け
ると、切替ＳＷ８ａをＯＦＦにして第２の給電部４と無線回路５とを電気的に開放する。
そして、次のステップＳ１０４に進む。一方、予め定めた閾値よりも受信レベルが高い場
合には（ステップＳ１０２：Ｎｏ）、スイッチの切替えの処理は必要ないため、そのまま
、ステップＳ１０４に進む。
【００６７】
　次に、通話終了の信号を制御部１７から制御回路６が受け付けたか否かの判定がなされ
る。通話終了の信号を受け付けていない場合には（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、再び、受
信レベル検出の処理に戻る。一方、通話終了の制御信号を受け付けた場合には（ステップ
Ｓ１０４：Ｙｅｓ）、この処理ルーチンを終了する。
【００６８】
　以上より、受信レベルの検出結果に応じて、給電部切替部６２が、第１の給電部３若し
くは第２の給電部４を切替える。これにより、アンテナ装置１は、２本のアンテナを用い
る必要がなくなるため小型化を実現する。さらに、アンテナ装置１は、検出結果に応じて
受信レベルの良い方の給電部を選択することにより、良好な通信を実現する。
【００６９】
　なお、本実施例では、給電部切替部６２は、受信レベル検出部６１の検出結果に応じて
、予め定められた閾値より高い受信レベルの給電部を選択して無線回路５と電気的に接続
するとともに、他の給電部を無線回路５から開放している。
【００７０】
　ここで、他の方法として、給電部切替部６２は、受信レベル検出部６１の検出結果に応
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じて、給電部のうち最も受信レベルの高い給電部を選択して無線回路５と電気的に接続す
るとともに、他の給電部を無線回路５から電気的に開放してもよい。
【００７１】
　この場合、無線回路５は、各々の給電部の受信レベルを検出し、受信レベル検出部６１
は、給電部のうち最も受信レベルの高い給電部を選択して、給電部切替部６２にスイッチ
の切替えの指示を出す。続いて、給電部切替部６２は、給電部の切替えを行う。これによ
り、給電部切替部６２は、給電部のうち最も受信レベルの高い給電部を無線回路５に接続
するため、通信品質の高い信号が得られる。
【実施例２】
【００７２】
　[構成]
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。なお、本発明の第１の実施例と本発明
の第２の実施例とでは、内部構成が一部異なるが、それ以外はほぼ同様の構成を有するた
め、同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し、実施例１と異なる構成について
詳細に説明する。
【００７３】
　第１の実施例では、切替スイッチ７ａ、８ａのＯＮ／ＯＦＦによって切替えを行ってい
るが、第２の実施例では、ＰＩＮ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ－Ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ－Ｎｅｇａｔ
ｉｖｅ）ダイオードを切替スイッチとして用いる。このＰＩＮダイオードは、順方向バイ
アス時に高周波交流を通過させる性質があることを利用し、アンテナの周波数バンド切り
替えなど高周波スイッチングに用いられる。本実施例では、周波数バンドの切替えではな
く、給電部の切替えに用いる。
【００７４】
　図８は、第２の実施例におけるアンテナ装置の構成図である。図８を参照すると、図１
に示した第１の切替スイッチ部７、第２の切替スイッチ部８の代わりにＰＩＮダイオード
Ｄ１、Ｄ２をそれぞれ用いて、切替信号を入力することでＯＮ／ＯＦＦを行っている。
【００７５】
　例えば、第１の給電部３と無線回路５とを接続する場合には、制御回路６からＨの切替
信号を出力する。この場合、抵抗Ｒ１、コンデンサＣ２、Ｃ３、Ｃ４、及びコイルＬ２、
Ｌ３を用いて切替信号をＰＩＮダイオードＤ１に入力するようにする。すると、ＰＩＮダ
イオードＤ１は順方向にバイアスが加えられ導通状態となり、第１の給電部３と無線回路
５とは電気的に接続する。
【００７６】
　一方、第１の給電部３と無線回路５とを開放する場合には、制御回路６からＬの切替信
号を出力する。すると、ＰＩＮダイオードＤ１の容量を打ち消すようなＬ１、Ｃ１を用い
ることで、ＰＩＮダイオードＤ１は逆方向にバイアスが加えられ非導通状態となり、第１
の給電部３と無線回路５とは電気的に開放する。
【００７７】
　また、同様に、第２の給電部４と無線回路５とを接続する場合には、制御回路６からＬ
の切替信号を出力する。この場合、Ｌの切替信号は、ＮＯＴ回路９を経てＨの切替信号に
なり、ＰＩＮダイオードＤ２に対しては、抵抗Ｒ２、コンデンサＣ６、Ｃ７、Ｃ８及びコ
イルＬ５、Ｌ６を用いてこの切替信号をＰＩＮダイオードＤ２に入力するようにする。す
ると、ＰＩＮダイオードＤ２は順方向にバイアスが加えられ導通状態となり、第２の給電
部４と無線回路５とは電気的に接続する。
【００７８】
　また、第２の給電部４と無線回路５とを開放状態とする場合には、ＰＩＮダイオードＤ
２の容量を打ち消すようなＬ４、Ｃ５を用いて、Ｌの切替信号をＰＩＮダイオードＤ２に
入力するようにする。これにより、ＰＩＮダイオードＤ２に対しては逆方向にバイアスが
加えられ非導通状態となり、第２の給電部４と無線回路５とは電気的に開放状態となる。
【００７９】
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　[動作]
　次に第２の実施例のアンテナ装置１を搭載した携帯電話１０の動作について説明する。
【００８０】
　第２の実施例のアンテナ装置１を搭載した携帯電話１０の動作も、図７に示したフロー
チャートと同じ処理を行う。すなわち、図１に示す無線回路５が、受信レベルを検出する
（給電状態検出工程、ステップＳ１０１）。
【００８１】
　続いて、図２に示す制御回路６の受信レベル検出部６１は、無線回路５が検出した受信
レベル（電波の受信信号の値）を読み出し、予め定めた閾値よりも受信レベルが低いか否
かを判定する。予め定めた閾値よりも受信レベルが低い場合には（ステップＳ１０２：Ｙ
ｅｓ）、給電部切替部６２にスイッチの切替えの指示を出す。
【００８２】
　ここで、第１の給電部３と無線回路５とが開放状態で、第２の給電部４と無線回路５と
が接続状態であったとすると、給電部切替部６２は以下の処理を行う（ステップＳ１０３
）。まず、第１の給電部３と無線回路５とを接続するため、上述の通り、抵抗Ｒ１、コン
デンサＣ２、Ｃ３、Ｃ４、及びコイルＬ２、Ｌ３を用いて、ＰＩＮダイオードＤ１を導通
状態とする。これにより、第１の給電部３と無線回路５とは、接続状態となる。
【００８３】
　一方、Ｄ２に対しては、ＮＯＴ回路９を経て抵抗Ｒ２、コンデンサＣ６、Ｃ７、Ｃ８及
びコイルＬ５、Ｌ６を用いて切替信号を入力するようにし、ＰＩＮダイオードＤ２の容量
を打ち消すようなＬ４、Ｃ５を用いることで、ＰＩＮダイオードＤ２を非導通状態とする
。これにより、第２の給電部４と無線回路５とは開放状態となる。
【００８４】
　次に、通話終了の信号を制御部１７から制御回路６が受け付けたか否かの判定がなされ
る。通話終了の信号を受け付けていない場合には（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、再び、受
信レベル検出の処理に戻る。一方、通話終了の制御信号を受け付けた場合には（ステップ
Ｓ１０４：Ｙｅｓ）、この処理ルーチンを終了する。
【実施例３】
【００８５】
　[構成]
　次に、本発明の第３の実施例について説明する。なお、本発明の第１の実施例と本発明
の第３の実施例とでは、内部構成が一部異なるが、それ以外はほぼ同様の構成を有するた
め、同じ要素については同じ符号を付して説明を省略し、実施例１と異なる構成について
詳細に説明する。
【００８６】
　本実施例では、携帯電話の筐体に加えられる圧力センサを携帯電話に新たに設ける。そ
して、給電部切替部は、圧力センサの検出結果を介して、受信レベルの状態を判断し、給
電部を切替えるものとする。
【００８７】
　図９は、本発明の第３の実施例における携帯電話の外観を示す図である。図１０は、図
９に示す携帯電話の主なブロック構成図である。この第３の実施例では、図９に示すよう
に、第１の給電部３の近傍に位置する携帯電話本体の筐体部分に加えられる圧力を検出す
る第１の圧力検出センサ２４と、第２の給電部４の近傍に位置する携帯電話本体の筐体部
分に加えられる圧力を検出する第２の圧力検出センサ２５と、を新たに設けた（第１の圧
力検出手段、第２の圧力検出手段）。さらに、制御部１７には、メモリ２２に記憶されて
いる本発明の一実施形態であるプログラムが組み込まれることによって、圧力検出部１７
１が構築される。
【００８８】
　これらの圧力センサには、ユーザが携帯電話を把持した際、手の指からの圧力を感知す
る感圧素子が設けられており、この感圧素子にて電気信号に変換される。この電気信号は
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、図１０に示す圧力検出部１７１に送信される。この圧力検出部１７１では、第１の圧力
検出センサ２４および第２の圧力検出センサ２５の検出結果を比較し、圧力が低い方の近
傍に位置する給電部を受信レベルが高いものとする（給電状態検出手段）。
【００８９】
　図１１は、第３の実施例における制御回路の主な内部構成を示す図である。給電部切替
部６２では、圧力検出部１７１から、受信レベルの低い方の給電部の通知を受け付ける。
続いて、受信レベルの低い方の給電部を電気的に開放し、受信レベルの高い方の給電部を
電気的に接続する。
【００９０】
　[動作]
　次に第３の実施例のアンテナ装置１を搭載した携帯電話の動作について説明する。
【００９１】
　図１２は、本発明の第３の実施例における動作の一例を表すフローチャートである。こ
の処理ルーチンは、携帯電話の電源がオンされた後、着信があると開始される。
【００９２】
　まず、第１の圧力センサ２４、第２の圧力センサ２５にて、ユーザの手からの圧力を検
出する（ステップＳ２０１、第１の圧力検出工程、第２の圧力検出工程）。なお、第１の
圧力センサ２４、第２の圧力センサ２５が圧力を感知しない場合は（ステップＳ２０２：
Ｎｏ）、ユーザの手の指が圧力センサに触れていないことを意味するので、この場合は、
給電部の切替えは行わないで、ステップＳ２０５の通話終了の判断に進む。
【００９３】
　一方、第１の圧力センサ２４若しくは第２の圧力センサ２５が圧力を感知した場合は（
ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）、圧力検出部１７１は、圧力が高い方の近傍に位置する給電
部を特定する（ステップＳ２０３、給電状態検出工程）。そして、圧力が高い方の近傍に
位置する給電部が、現在、無線回路５と接続されている場合には（ステップＳ２０４：Ｙ
ｅｓ）、圧力検出部１７１は、アンテナ装置１の給電部切替部６２に、給電部切替えの指
示を出す。給電部切替部６２は、圧力検出部１７１から受け付けた給電部切替え指示のあ
った方の給電部を切替える（ステップＳ２０５、給電部切替工程）。また、圧力が高い方
の近傍に位置する給電部が、現在、無線回路５と接続されていない場合には（ステップＳ
２０４：Ｎｏ）、給電部の切替えは行わず、ステップＳ２０６に進む。
【００９４】
　次に、通話終了か否かの判定がなされる。通話終了でない場合には（ステップＳ２０６
：Ｎｏ）、再び、圧力検出の処理に戻る。一方、通話終了の制御信号を受け付けた場合に
は（ステップＳ２０６：Ｙｅｓ）、この処理ルーチンを終了する。
【００９５】
　以上説明したように、本発明においては、以下に記載するような効果を奏する。第１の
効果は、通話状態で左手持ちでも右手持ちでも関係なくアンテナ特性が確保できるアンテ
ナの実現が可能になることである。その理由は、左手持ちと右手持ちで筐体に対して手の
近接する箇所が違うため、近接しない方の給電部に切替えることでアンテナ特性の劣化が
回避できるからである。その結果、良好な通信を実現する。
【００９６】
　第２の効果は、アンテナサイズを小型化できることである。その理由は、単一のアンテ
ナエレメントを使用し、その両端でそれぞれ給電する構成となっているため、２つのアン
テナエレメントを必要としないからである。
【００９７】
　なお、上記実施例では、第１の給電部３と第２の給電部４とを携帯電話の下部筐体の側
面に各々配置し、通話状態の左手持ちと右手持ちを例にとっているが、給電部が携帯電話
の筐体の上下や斜めに距離を開けて設けた場合には、携帯電話の筐体の上方を握る場合と
下方を握る場合とで、手の影響を軽減することが可能である。
【００９８】
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　また、スイッチ切替方法としてはアンテナの受信レベルに応じて、レベルの高い方のス
イッチに切替える方法をとっているが、その他の例として、加速度センサを利用し、携帯
電話１０の通話状態における傾きを認知して切替えることも可能である。
【００９９】
　なお、本発明のアンテナ装置１では、アンテナエレメントとしてメアンダアンテナを採
用したが、これに限定されるものではなく、例えば、図１３に示す板状アンテナ３０や、
図１４に示す線状アンテナ３１、図１５に示すヘリカルアンテナ３２、図１６に示す誘電
体上に形成された誘電体装荷アンテナ３３などのアンテナエレメントを用いることができ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は、アンテナを内蔵したタイプの携帯電話などの携帯端末に利用することができ
、産業上の利用可能性を有する。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の一実施形態としてのアンテナ装置の構成図である。
【図２】制御回路の主な内部構成を示す図である。
【図３】本発明の携帯端末の一実施形態である携帯電話の外観を示す図である。
【図４】図３に示す携帯電話の主なブロック構成図である。
【図５】図３に示す携帯電話に内蔵された本発明のアンテナ装置を象徴的に表した図であ
る。
【図６】ユーザが図３に示す携帯電話を把持したときの、アンテナエレメントの一端の接
続部分にあたる給電部の位置と手との関係を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態であるアンテナ装置の処理の一例を表すフローチャートであ
る。
【図８】第２の実施例におけるアンテナ装置の構成図である。
【図９】本発明の第３の実施例における携帯電話の外観を示す図である。
【図１０】図９に示す携帯電話の主なブロック構成図である。
【図１１】第３の実施例における制御回路の主な内部構成を示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施例における動作の一例を表すフローチャートである。
【図１３】本発明の一実施形態であるアンテナエレメントの一例である板状アンテナの構
成図である。
【図１４】本発明の一実施形態であるアンテナエレメントの一例である線状アンテナの構
成図である。
【図１５】本発明の一実施形態であるアンテナエレメントの一例であるヘリカルアンテナ
の構成図である。
【図１６】本発明の一実施形態であるアンテナエレメントの一例である誘電体装荷アンテ
ナの構成図である。
【図１７】従来例として、筐体内にアンテナを有するアンテナ装置を内蔵した機種の携帯
電話の一例を示す図である。
【図１８】図１７に示す携帯電話において、ユーザの手の影響によるアンテナ特性を示す
図である。
【図１９】ユーザが図１７に示す携帯電話を把持したときの、アンテナエレメントの一端
の接続部分にあたる給電部の位置と手との関係を示す図である。
【図２０】筐体内にアンテナエレメントを２つ内蔵した機種の携帯電話の一例を示す図で
ある。
【符号の説明】
【０１０２】
１　アンテナ装置
２　アンテナエレメント
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３　第１の給電部
４　第２の給電部
５　無線回路
６　制御回路
７　第１の切替スイッチ部
８　第２の切替スイッチ部
９　ＮＯＴ回路
１０　携帯電話
１１　上部筐体
１２　下部筐体
１３　ヒンジ部
１４　表示部
１５　上面
１６　操作部
１７　制御部
１８　音声処理部
１９　音声入出力制御部
２０　マイク
２１　スピーカ
２２　メモリ
２３　電源
３０　板状アンテナ
３１　線状アンテナ
３２　ヘリカルアンテナ
３３　誘電体装荷アンテナ
６１　受信レベル検出部
６２　給電部切替部
１００　携帯電話
１０１　上部筐体
１０２　下部筐体
１０３　ヒンジ部
１０４　アンテナエレメント
１０５　給電部
１０６　無線回路
１７１　圧力検出部
２００　携帯電話
２０１　第１のアンテナエレメント
２０２　第２のアンテナエレメント
２０３　第１の給電部
２０４　第２の給電部
２０５　切替スイッチ
２０６　無線回路
Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８　コンデンサ
Ｄ１、Ｄ２　ＰＩＮダイオード
Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６　コイル
Ｒ１、Ｒ２　抵抗



(18) JP 2009-5142 A 2009.1.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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